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サイバー犯罪対策課

大規模プラットフォーム事業者が提供するＳＮＳや動画投稿サイト等について

誹謗中傷等の削除申出窓口があります！

「情報流通プラットフォーム対処法
※

」で、大規模プラット
フォーム事業者に対して、インターネット上の誹謗中傷等
に関する削除申出窓口の公表等が義務付けられました。

● 削除申出窓口の整備・公表
権利侵害情報の削除申出窓口を定めて、公表する義務

● 侵害情報に関する調査の実施
権利侵害に当たるか、遅滞なく必要な調査を行う義務

● 申出者に対する通知
申出に対して、原則７日間以内に措置の有無等を通知する義務

大規模プラットフォーム事業者の削除申出窓口及び削除基準はこちら
（総務省ウェブサイト）

掲示板サイトに、個人
情報を書き込まれた。

SNSに、誹謗中傷の
投稿をされた。

このような情報を 削除してもらいたい

削除申出の流れ

※ 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律（平成13年法律第137号）

引用元：総務省ウェブサイト

大規模プラットフォーム事業者の主な義務

（X Corp.（X）、Meta Platforms,Inc.（Facebook、Instagram、Threads）等）

サイバー犯罪対策通信
～サイバー空間の安全・安心を目指して～

職員向け資料 令和８年 ３月発行
第120号

岐 阜 県 警 察 本 部
サイバー犯罪対策課
058－271-2424

岐阜県警察
https://www.instagram.com/gp_cyberhttps://x.com/Gifupolicecyber

(https://www.soumu.go.jp/main_content/001031570.pdf)


	スライド 1

